
 

奄美大島等における油状物の漂着事案への対応体制の強化 

平成30年 2月 8日 

環 境 省 

（※黄色部分：2/8以降の追加対策） 

１．漂着油状物の回収・処理等の支援・実施 

対応事項 担当部局・課室 日程 

（１） 環境省による漂着油状物の回収の推進   

①職員による回収作業（奄美自然保護官事務所への職員派遣） 

（自治体の回収作業にも参加） 

  

奄美自然保護官事務所職員（７名で対応） 奄美自然保護官事務所 2/8～ 

九州地方環境事務所・那覇自然環境事務所職員（３～４名） 那覇自然環境事務所 2/13～ 

※回収作業の状況を見つつ、本省からも追加派遣   

②グリーンワーカー事業による回収作業 那覇自然環境事務所 状況に応じ 

（２）自治体による漂着油状物の回収・処理への支援   

①コーディネート体制の強化（奄美自然保護官事務所への職員派遣）   

本省職員（１名） 水・大気環境局 2/8～ 

那覇自然環境事務所職員（１～２名） 那覇自然環境事務所 2/13～ 

②技術的支援   

  回収作業時の健康上の注意事項等に関する通知の発出 環境保健部 2/8 

  回収作業時の健康上の注意事項等に関する技術的助言 環境保健部 2/8～随時 

③財政的支援   

  海岸漂着物等地域対策事業（海ごみ補助金）の活用周知、各種相談対応 水・大気環境局 2/2～随時 

  海ごみ補助金の鹿児島県への追加配分 水・大気環境局 2/8 

  海ごみ補助金に関する現地説明会の開催 水・大気環境局 2/9 

 



 

２．漂着地域における野生生物・生態系等への影響調査 

対応事項 担当部局・課室 日程 

（１）漂着地域における野生生物及び生態系への影響に関する調査の実施   

①水鳥等の救護等のための支援体制の整備 

（自治体への技術的助言、水鳥救護研修センターでの資機材の貸出等） 

自然環境局 2/2～随時 

②野生生物への影響把握に関する緊急調査（海岸での調査） 

（海域公園地区等での巡視、影響を受けた野生生物の回収・救護等） 

奄美自然保護官事務所 2/2～随時 

③野生生物への影響把握に関する緊急調査（海域（船）からの調査） 

（海域公園地区等での巡視、影響を受けた野生生物の回収・救護等） 

那覇自然環境事務所 2/11の週～ 

(天候を見つつ実施) 

④沿岸域の生態系への影響把握に関する調査 

（サンゴ礁・藻場等の水中も含めたより詳細な調査） 

 

自然環境局 随時（現場域の状況

を見つつ実施） 

   

（２）漂着地域における環境モニタリング調査の実施（国立環境研究所との連携） 

①漂着海岸における現地踏査・漂着状況確認 水・大気環境局 2/5～ 

②漂着海岸における海水・砂・油状物等の採取・分析 水・大気環境局 2/5～ 

 


